
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

政
令
案

新
旧
対
照
条
文

の
一
部
を
改
正
す
る

○
（

）
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

平
成
十
七
年
政
令
第
百
六
十
九
号

（
）

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
）

（
）

第
一
条

略

第
一
条

略

（
）

（

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
外
来
生
物
の
取
扱
い
に
関

環
境
省
組
織
令
の
一
部
改
正

）

す
る
特
例

第
二
条

環
境
省
組
織
令

平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号

の
一
部
を

第
二
条

次
の
表
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
の
個
体

法
第

（
）

（

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
体
を
い
う

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。

。

。

第
三
十
八
条
第
七
号
中

関
す
る
こ
と

の
下
に

野
生
生
物
課
の
所

に
つ
い
て

当
該
生
物
の
個
体
の
飼
養
等

法
第
一
条
に
規
定
す
る
飼

「
」

「
（

）

、

（

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

を
加
え
る

養
等
を
い
う

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ

を
業
と
し
て

）
」

。

。
）

。

。

第
四
十
二
条
第
二
号
中

前
号

を

前
二
号

に
改
め

同
号
を
同
条

行
う
者
の
す
る
飼
養
等
が

当
該
生
物
の
個
体

当
該
生
物
の
個
体
を
商

「
」

「
」

、

（

、

第
三
号
と
し

同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

業
的
目
的
で
繁
殖
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

生
き
て
い
な
い
も
の
及
び

、

、

。

二

外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系

人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
又
は
農
林
水

そ
の
加
工
品
を
含
む

の
販
売
又
は
頒
布
を
す
る
目
的
以
外
の
目
的
で

。
）

、

当
該
生
物
の
種
類
ご
と
に
主
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
な
さ
れ
る

、飼
養
等
で
あ
る
場
合

法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
輸
入
又

（

は
購
入
を
し
た
当
該
生
物
の
個
体
に
つ
い
て
飼
養
等
を
す
る
場
合
を
除
く

に
は

当
分
の
間

法
第
四
条
の
規
定
は

適
用
し
な
い

。
）

、

、

、

。

項
種

名

１
（
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
）

T
r
a
c
h
e
m
y
s
s
c
r
i
p
t
a

２
（
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
）

P
r
o
c
a
m
b
a
r
u
s
c
l
a
r
k
i
i

1

（添付資料4）



備
考

括
弧
内
に
記
載
す
る
呼
称
は
、
学
名
に
相
当
す
る
和
名
で
あ
る

。
２

前
項
の
表
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
の
個
体
に
つ
い
て

同
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
す
る
飼
養
等
が

当
該
生
物
の
個
体

、

、

の
販
売
又
は
頒
布
を
す
る
目
的
以
外
の
目
的
で
な
さ
れ
る
飼
養
等
で
あ
る

場
合

法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
輸
入
又
は
購
入
を
し
た

（

当
該
生
物
の
個
体
に
つ
い
て
飼
養
等
を
す
る
場
合
を
除
く

に
は

当

。
）

、

分
の
間

法
第
四
条
の
規
定
は

適
用
し
な
い

、

、

。

３

第
一
項
の
表
の
種
名
の
欄
に
掲
げ
る
種
に
属
す
る
生
物
の
個
体
に
つ
い

て

販
売
若
し
く
は
購
入
又
は
頒
布
に
当
た
ら
な
い
譲
渡
し
等

法
第
八

、

（

条
に
規
定
す
る
譲
渡
し
等
を
い
う

を
す
る
場
合
に
は

当
分
の
間

。
）

、

、

同
条
の
規
定
は

適
用
し
な
い

、

。

別
表
第
一

外
来
生
物
の
種
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

外
来
生
物
の
種
（
第
一
条
関
係
）

項
種

名
種

名
項

第
一

動
物
界

第
一

動
物
界

（
略
）

（
略
）

三
爬
虫
綱

三
爬
虫
綱

は
は

イ
か
め
目

イ
か
め
目

⑴
か
み
つ
き
が
め
科

⑴
か
み
つ
き
が
め
科

⑵
ぬ
ま
が
め
科

（
新
設
）

（
ア
カ
ミ
ミ
ガ
メ
）

１
T
r
a
c
h
e
m
y
s
s
c
r
i
p
t
a

⑶
い
し
が
め
科

⑵
い
し
が
め
科

（
略
）

（
略
）

2



3

七
甲
殻
綱

七
甲
殻
綱

（
略
）

（
略
）

ロ
え
び
目

ロ
え
び
目

⑴
（
略
）

⑴
（
略
）

⑵
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
科

⑵
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
科

P
r
o
c
a
m
b
a
r
u
s
c
l
a
r
k
i

１
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
科
全
種

１
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
科
に
属
す
る
種
の
う
ち

（
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
）
以
外
の
も
の

i

⑶
～
⑸

（
略
）

⑶
～
⑸

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二

（
略
）

第
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）


